
 

 

2024年 6月の診療報酬改定より医療情報・システム基盤整備体制充実加算

から医療情報取得加算へ改定されました。 

当院は医療情報取得加算の対象医療機関です。 

令和６年 6月１日 

まくはり南クリニック 

マイナ受付を行い情報の閲覧に同意いただくことで健診結果や

お薬情報を取得・活用して診療に役立て、質の高い医療を提供い

たします。 

 


